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平成 27年６月 30日 

各位 

上場会社名      テクノアルファ株式会社 

代表者名    代表取締役社長 青島 勉 

(コード番号：3089 JASDAQスタンダード) 

問合せ先 経営企画室マネージャー 前田 資之 

（電話番号 03-5745-9722） 

 

 

「内部統制システム構築の基本方針」の一部改訂に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 27年 6月 30日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方

針」の一部改訂を決議いたしましたので、下記のとおり改訂後の内容をお知らせ致します。 

 

記 

 

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1) ステークホルダーの要望に応え、健全な企業活動を継続して行う上で、コンプラ

イアンスを重要不可欠であるとの認識に立ち、コンプライアンス・マニュアルを

作成する。社長直轄の監査室が、コンプライアンス担当部署となり、役員及び社

員一人ひとりがコンプライアンスを実行するための支援・指導を行い、徹底を図

る。 

(2) 社内の規程違反、問題に関する社内通報について、公益通報者保護法対応マニュ

アルを準用規定し、通報窓口を監査室とする。 

(3) 内部監査を担当する社長直轄の監査室は、コンプライアンスに関し監査を行う。 

(4) 取締役会及びマネージメント会議の月１回開催を定例とし、各取締役間の意思疎

通を図るとともに相互の業務を監督する。 

(5) 監査役３名が取締役会、マネージメント会議を含む重要な会議に出席し、また取

締役と随時情報交換を行い、取締役の職務執行を監査する。 

(6) 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会勢力に対しては、反社会的

勢力対策規程に則り、毅然とした姿勢で組織的に対応する。 

 

  



 

2 

 

 

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

(1) 取締役会、マネージメント会議等の議事録、並びに稟議書、報告書その他取締役

の職務執行に係る重要な書類については、文書管理規程に基づき適切に保存及び

管理する。 

(2) 文書管理規程を含む社内規程の改廃は取締役会の承認を要する。 

 

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1) 市場リスク管理方針規程、市場リスク管理施策規程に基づき取締役会が毎事業年

度初めに年間の市場リスク施策を決定し、管理グループが管理にあたる。実行結

果は毎月管理グループマネージャーが取締役会に報告する。 

(2) ＩＴ社内ルール、セキュリティ・マニュアルに則り、情報システムやその他の安

全性対策を適切に実施する。 

(3) 内部監査担当の監査室及び監査役がそれぞれの監査においてその他リスクを感知

察知する場合は、代表取締役に報告する。 

 

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1) 企業価値の最大化を図る観点から、営業判断の迅速化、経営の効率化を進め、経

営のチェック機能の充実及び適時適切な情報開示を行うことを目的に定時取締役

会を月１回開催し、重要案件があれば臨時取締役会を開催する。取締役会は、経

営戦略、事業計画の執行に関する最高の意思決定機関であり、取締役の職務執行

の監督を行う。 

(2) 社長、各営業グループマネージャー、管理グループマネージャー及び監査役が出

席するマネージメント会議を月１回開催する。取締役会で付議される以外の経営

に関する、より細部にわたる審議、報告を行い、主として事業環境の分析、事業

計画、利益計画の進捗状況など情報の共有化を図り、経営判断に反映させる。 

 

5. 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

(1) 関係会社管理規程に基づき、当社とその子会社は、統一された経営理念と基本方

針に従い、綿密な連携を保つ。 

(2) 当社の取締役又は監査役等が、子会社の業務の適正を監視する。 

(3) 当社と子会社との連絡会議において、子会社の代表取締役による経営に関する報

告並びに当社の指導・監督を実施する。 
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6. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に

関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

(1) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要な員数等を

監査役と協議の上、人員を配置する。 

(2) 監査役を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令下で補助業務を行う。 

 

7. 当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制、その他の監査

役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと

を確保する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体

制 

(1) 監査役会規程、監査役監査基準及び内部統制システムに係る監査の実施基準に基

づき、監査役は重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、代表取締役をはじ

めとする取締役と随時会合を持ち、経営方針を確かめ、会社が対処すべき課題、

会社を取り巻くリスクの他、監査役監査の環境整備状況、監査上の重要課題等に

ついて意見を交換する。 

(2) 当社及び子会社の取締役及び使用人等は、公益通報者保護法対応マニュアルに基

づき、公益通報があったとき及び社内の規程違反、問題に関する社内通報があっ

たときには、監査役に報告する。 

(3) 当社及び子会社の取締役及び使用人等は、当社の業務または業績に影響を与える

重要な事項について、監査役に都度報告する。監査役はいつでも必要に応じて取

締役及び使用人に対して報告を求めることができる。 

(4) 監査役に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱い

を受けないことを確保するため、監査役は取締役又は使用人から得た情報につい

て、第三者に対する報告義務を負わないものとする。 

(5) 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用の償還を

請求した際は、明らかに監査役の職務の執行に関係しないと認められる費用を除

き、すみやかにこれに応じることとする。 

 

以上 


